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⮫床᳨ᰝᢏ師学ᰯ㣴ᡂᡤᣦ定つ則➨㸰᮲➨ 10号につ定する 

㐺当な実⩦ᣦ導⪅について 

 

⮫床᳨ᰝᢏ師の⮫地実⩦については、「⮫床᳨ᰝᢏ師学ᰯ㣴ᡂᡤカリキュラム

➼ᨵ善᳨ウ会報告᭩」㸦令和㸰年㸲᭶㸶᪥㸧において、⮫床᳨ᰝᢏ師を取り巻く

⎔境の変化とともに、ồめられる役割・▱㆑➼も変化していることや、⮫地実

⩦の実᪉ἲやᣦ導⎔境、ᣦ導するᮇ㛫➼が学ᰯ㣴ᡂᡤや⮫地実⩦タによっ

てᵝ々であることから、⮫床᳨ᰝᢏ師の㉁の向上のため、⮫地実⩦の在り᪉の

ぢ┤しや、学ᰯ㣴ᡂᡤや⮫地実⩦タにおけるᩍ⫱の㉁の向上がồめられたと

ころであり、これを㋃まえ、⮫床᳨ᰝᢏ師学ᰯ㣴ᡂᡤᣦ定つ則㸦和 45年 12 ᭶

28 ᪥ᩥ㒊┬・厚⏕┬令➨㸱号。以下「ᣦ定つ則」という。㸧の一㒊ᨵṇ及び「⮫

床᳨ᰝᢏ師㣴ᡂᡤᣦ導ガイドラインについて」㸦令和㸱年 10᭶ 20᪥医ᨻⓎ 1020

➨㸯号厚⏕労働┬医ᨻ局㛗㏻▱㸧を㏻▱したところである。 

これらを㋃まえ、ᣦ定つ則の➨㸰᮲➨ 10 号につ定する「㐺当な実⩦ᣦ導⪅」

及び別⾲➨㸰につ定する「⮫地実⩦において学⏕にᚲず実させる⾜Ⅽ及びᚲ

ずぢ学させる⾜Ⅽ」の␃ព事㡯を下グのように定め、ᣦ定つ則の一㒊をᨵṇす

る┬令㸦令和㸱年 10 ᭶ 14 ᪥ᩥ㒊┬・厚⏕┬令➨㸲号㸧の⾜の᪥㸦令和㸲年

㸲᭶㸯᪥㸧から㐺⏝する。 

また、㒔㐨府┴においては、㈗⟶下の医⒪ᶵ㛵➼に対して、以下の内容を周

▱㢪いたい。 
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㸯 㐺当な実⩦ᣦ導⪅は、以下のいずれのせ件も‶たす⪅とする。 
㸦㸯㸧各ᣦ導内容に対する専㛛ⓗな▱㆑に優れ、⮫床᳨ᰝᢏ師として㸳年以 

上の実務⤒㦂を᭷し、十分なᣦ導⬟力を᭷すること。 
㸦㸰㸧厚⏕労働┬が定める基‽を‶たす⮫地実⩦ᣦ導⪅ㅮ⩦会を修了した  

⮫地実⩦ᣦ導⪅であること。 
ただし、在宅医⒪、内ど㙾᳨ᰝ室で⾜う実⩦については、医師又は┳ㆤ

師であることを㐺当な実⩦ᣦ導⪅とすることを妨げないこととする。 
 

㸰 ⮫地実⩦において学⏕にᚲず実させる⾜Ⅽ及びᚲずぢ学させる⾜Ⅽの␃

ព事㡯 
㸦㸯㸧ᝈ⪅の安全の☜保のほⅬから、学⏕の実した᳨ᰝ➼の報をそのまま

⮫床へᥦ供することはせず、ᚲずᣦ導に当たる⪅が☜ㄆ、または再度実

した上で⮫床にᥦ供すること。 
㸦㸰㸧個々のᝈ⪅から同ពを得た上で実すること。 
 

以上 

 


